
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 大気汚染常時監視 

 



 

第１章 大気汚染常時監視 

 

 石川県域にあっては、大気汚染防止法に基づき、県と金沢市及び七尾市が連携を取りながら、昭

和 46 年度から自動測定機による大気汚染常時監視を行っている。 

 

 

１ 平成 21 年度の大気汚染常時監視結果の概要 

 

平成 21 年度における本県の大気汚染の状況は、これまでの測定結果と同様、全国的にみて中位

から低位のレベルにあった。 

長期的評価による環境基準の達成状況は、一般環境大気測定局における二酸化硫黄、二酸化窒素、

浮遊粒子状物質及び一酸化炭素、自動車排出ガス測定局における二酸化窒素、一酸化炭素及び浮遊

粒子状物質について、すべての測定局で環境基準を達成した。 

一方、短期的評価による環境基準の達成状況は、光化学オキシダントは、全国的な傾向と同様に、

すべての測定局で環境基準を超過する状況となったが、光化学オキシダント注意報等の発令が必要

な状況までには至らなかった。また、浮遊粒子状物質は、金沢地方気象台における黄砂観測日（平

成２２年３月２１日）に飛来した黄砂の影響によりすべての測定局で環境基準を超過する状況とな

った。 

  経年的な濃度変化は、一般環境大気測定局では、二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質が

横ばいから減少傾向、一酸化炭素及び光化学オキシダントが横ばい傾向であった。自動車排出ガス

測定局では、浮遊粒子状物質及び一酸化炭素が横ばいから減少傾向であり、二酸化窒素が横ばいの

傾向であった。 

 

 

２ 大気汚染常時監視体制 

 

  平成 21 年度は、一般環境大気を対象に 23 測定局(うち 1測定局は風向・風速のみ測定)、道路沿

道の大気を対象に 5 測定局の計 28 測定局で通年測定を実施した。 

   また、移動測定車による常時測定局の補完的な測定を 3地点(延べ 5ヵ月)で実施した。 

  測定局・測定項目の概要を図１－１及び表１－１に示す。 

  なお、大気汚染の常時監視にあたっては、開始当初からテレメータを導入したデータ処理を行っ

ており、現在は、平成 20 年度に運用を開始したサーバ及びパソコンを主体としたシステムにより

データ処理を行うとともにインターネットを活用して測定値等の情報発信を行っている。 
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図１－１ 県内における大気汚染監視網 
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     表１－１ 平成２１年度における測定局の概要 

種

別 

設

置 

測定局名 所 在 地 

二

酸

化

硫

黄

窒

素

酸

化

物

一

酸

化

炭

素

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト

浮

遊

粒

子

状

物

質

炭

化

水

素

風

向

・

風

速

気

温

・

湿

度

日

射

量

降

水

量

放

射

収

支

量

テ

レ

メ

ー

タ

化

局

一 

般 

環 

境 

大 

気 

測 

定 

局 
 

石 

 

 

 

川 

 

 

 

県 

三   馬  金沢市三馬 2-251 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

七   尾 七尾市小島町ニ 33-1 ○ ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○

大   田 七尾市大田町赤崎    ○ ○ ○ ○       ○

田  鶴  浜 七尾市田鶴浜町ニ 120    ○ ○           ○

能  登  島 七尾市能登島向田町馬付ヶ谷内38 ○ ○  ○ ○   ○       ○

小   松 小松市園町ホ 82 ○ ○  ○ ○   ○   ○   ○

大  聖  寺 加賀市大聖寺東町 4-2 ○ ○  ○ ○          ○

羽   咋 羽咋市旭町ユ 20  ○  ○ ○           ○

山   島 白山市山島台 4-81    ○ ○           ○

松   任 白山市馬場 2-7 ○ ○  ○ ○   ○       ○

美   川  白山市湊町 3-5 ○ ○  ○ ○           ○

根   上 能美市浜町ワ 72-1 ○ ○  ○ ○   ○       ○

津   幡 津幡町加賀爪ニ 3  ○  ○ ○           ○

内   灘  内灘町緑台 1-272  ○  ○ ○ ○ ○       ○

鹿   島 中能登町井田イ-27  ○  ○ ○   ○       ○

穴   水  穴水町由比ｹ丘イ 33        ○       

県計 16   8 12 1 15 15 3 10 2 3 2 1 15

金 

 

沢 

 

市 

西 南 部 金沢市新保本 1-149    ○ ○  ○ ○   ○       ○

小 立 野 金沢市小立野 5-11-1 ○ ○  ○ ○   ○       ○

中 央 金沢市長町 1-10-35  ○  ○    ○       ○

駅   西 金沢市西念 3-4-25  ○  ○            ○

西   部 金沢市寺中町へ-60  ○  ○    ○       ○

北     部  金沢市小坂町北 95 ○ ○  ○ ○   ○       ○

市計 6   3 6 － 6 3 － 5 － － － － 6

七尾市 石  崎 七尾市石崎町香島 1-96 ○ ○   ○   ○       ○

市計 1   1 1 － － 1 － 1 － － － － 1

計   23   12 19 1 21 19 3 16 2 3 2 1 22

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局

石 

川 

県 

小   松 小松市土居原町 181-1   ○             

野 々 市  野々市町御経塚 5-84  ○ ○  ○           ○

県計 2   － 1 2 － 1 － － － － － － 1

金 

沢 

市 

武     蔵 金沢市武蔵町 15-1  ○ ○  ○ ○         ○

片   町 金沢市片町 2-2-20  ○ ○  ○           ○

藤   江 金沢市駅西本町 6-15-13  ○ ○  ○           ○

市計 3   － 3 3 － 3 1 － － － － － 3

計   5   － 4 5 － 4 1 － － － － － 4

移

動

局 

石川県 大気測定車    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○       

総  計 29   13 24 7 22 24 5 17 2 3 2 1 26
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３ 大気汚染の環境基準 

 

  環境基本法第 16 条の規定により、「大気汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、

及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準」として環境基準が定められている。 

 大気汚染の状況を環境基準により評価する手法について、環境省は短期的評価と長期的評価の 2

とおりの方法を示している。 

 短期的評価とは、環境基準が 1 時間値又は 1 時間値の 1 日平均値として定められている項目に

ついて測定を行った時間又は日について評価する方法であり、長期的評価については年間にわた

る測定結果を長期的に観察したうえで評価する方法である。 

 

表１－２ 大気汚染に係る環境基準について 

物質 二 酸 化 硫 黄 二 酸 化 窒 素 一 酸 化 炭 素 光化学オキシダント 浮遊粒子状物質 

 

環 

境 

上 

の 

条 

件 
  

1 時間値の 1 日平均

値が 0.04 ppm 以下

であり、かつ、1 時

間値が 0.1 ppm 以下

であること。 
 

 

1 時間値の 1 日平均

値が 0.04 ppm から

0.06 ppm までのゾー

ン内又はそれ以下で

あること｡ 
 

 

1 時間値の 1 日平均

値が 10 ppm 以下で

あり、かつ、1 時間

値の 8 時間平均値が

20 ppm 以下であるこ

と。 
 

 

1 時間値が 0.06  

ppm 以下であるこ

と。 
 

 

1 時間値の 1 日平均

値が 0.10 mg/㎥以

下であり、かつ､1

時間値が 0.20 mg/

㎥以下であること｡
 

（評価方法） 

① 短期的評価(二酸化窒素を除く。) 

測定を行った日についての 1 時間値の 1 日平均値若しくは 8 時間平均値または各 1 時間値を環境基準と比較

して評価を行う。 

② 長期的評価 

  ア 二酸化硫黄、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質 

1 年間の測定を通じて得られた 1 日平均値のうち、高いほうから数えて 2％の範囲にある測定値を除外し

た後の最高値(1 日平均値の年間 2％除外値)を環境基準と比較して評価を行う。 

ただし、上記の方法に関わらず環境基準を超える日が 2 日以上連続した場合には非達成とする。 

  イ 二酸化窒素 

1 年間の測定を通じて得られた 1 日平均値のうち、低いほうから数えて 98％目に当たる値(1 日平均値の年

間 98％値)を環境基準と比較して評価を行う。 

 

長期的評価では、年間の測定時間が 6,000 時間以上の測定局を「有効測定局」とし、有効測定局

を対象として環境基準の評価を行うこととなっている。（光化学オキシダントを除く。） 

なお、炭化水素については環境基準が定められていないが、中央公害対策審議会答申「光化学オ

キシダントの生成防止のための大気中の炭化水素濃度の指針について」(昭和 51 年 8 月)において

「光化学反応性を無視できるメタンを除いた非メタン炭化水素について、光化学オキシダントの日

最高 1 時間値 0.06 ppm に対応する午前 6 時から 9 時までの 3 時間平均値は、0.20 ppmC から 0.31

 ppmC(炭素原子数を基準として表した ppm 値)の範囲を指針値とする。」とされていることから、

評価にあたってはこの指針値を用いた。 
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４ 一般環境大気測定局における常時監視結果 

 

 平成 21 年度の一般環境大気測定局の測定項目及び有効測定局数は、表１－３のとおりであり、

すべての測定局が有効測定局であった。 

以下に測定項目別の状況を示すが、前年度との比較を行う場合は、当該年度における有効測定

局を対象としている。 

 

      表１－３ 一般環境大気測定局における項目別測定状況（平成 21 年度） 

項  目 二酸化硫黄 

窒素酸化物

二酸化窒素 

一酸化窒素 
一酸化炭素

光 化 学

オキシダント

浮遊粒子状 

物   質 

炭化水素 
メタン・ 
非メタン 
炭化水素 

測 定市町 数 6 10 1 10 10 3 

測 定 局 数 12 19 1 21 19 3 

有効測定局数 12 19 1 - 19 - 

（注）有効測定局の扱いをしない項目については、「－」を記した。 
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表１－４ 環境基準達成状況 

測
定
局
種
別 

市 町 測定局 

二酸化硫黄 

 

 

(長期的評価)

二酸化窒素 

 

 

(長期的評価)

一酸化炭素 

 

 

(長期的評価)

光 化 学 

オキシダント 

 

(短期的評価) 

浮遊粒子状 

物      質 

 

(長期的評価)

19 
年 
度 

20 
年 
度 

21
年
度

19
年
度

20
年
度

21
年
度

19
年
度

20
年
度

21
年
度

19
年
度

20 
年 
度 

21 
年 
度 

19 
年 
度 

20
年
度

21
年
度

一 

般 

環 

境 

大 

気 

測 

定 

局 

金 沢 市 三 馬 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○

西南部 ○ ○ ○ ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

小立野 ○ ○ ○ ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

中 央    ○ ○ ○    ● ● ●    

駅 西    ○ ○ ○    ● ● ●    

西 部    ○ ○ ○    ● ● ●    

北 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

七 尾 市 七 尾 ○ ○ ○ ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

大 田          ● ● ● ○ ○ ○

田鶴浜          ● ● ● ○ ○ ○

能登島 ○ ○ ○ ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

石 崎 ○ ○ ○ ○ ○ ○       ○ ○ ○

小 松 市 小 松 ○ ○ ○ ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

加 賀 市 大聖寺 ○ ○ ○ ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

羽 咋 市 羽 咋    ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

白 山 市 山 島          ● ● ● ○ ○ ○

松 任 ○ ○ ○ ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

美 川 ○ ○ ○ ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

能 美 市 根 上 ○ ○ ○ ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

津 幡 町 津 幡    ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

内 灘 町 内 灘    ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

中 能 登 町 鳥 屋          ●   ○   

鹿 島    ○ ○ ○    ● ● ● ○ ○ ○

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局 

金 沢 市 

武 蔵    ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○    ○ ○ ○

片 町    ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○    ○ ○ ○

藤 江    ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○

駅 前    ○   ○      ○   

小 松 市 小 松       ○ ○ ○       

野 々 市 町 野々市    ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○    ○ ○ ○

(注) 記号は下記のとおりである。(光化学オキシダントは有効測定局以外も評価してある。) 
○：環境基準達成 
●：環境基準非達成 
◎：二酸化窒素の環境基準 0.04 ppm～0.06 ppm のゾーン内にあるもの 
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(1) 二酸化硫黄 

二酸化硫黄は、石油や石炭等の化石燃料に含まれる硫黄分の燃焼により発生するものが大部分

であり、主な発生源としては工場や事業所に設置されたボイラー等の固定発生源である。 

 

 ① 測定結果及び環境基準の達成状況 

二酸化硫黄の測定結果及び環境基準の達成状況は、表１－５のとおりであった。 

環境基準の長期的評価については、すべての測定局で達成していた。短期的評価については、

1 時間値の環境基準（0.1ppm）を超える値が石崎測定局で 4 時間出現したが 1 日平均値の環境

基準（0.04ppm）を超えた日はすべての測定局でなかった。長期的評価による環境基準につい

ては、昭和 55 年度以降すべての測定局において継続して達成しており、平成 21 年度も 12 測

定局すべてで達成していた。 

本県の二酸化硫黄濃度は、年平均値の濃度分布を全国の状況と対比して表１－６に示したと

おり、全国的にみて低位のレベルにあった。 

 

表１－５ 平成 21 年度二酸化硫黄濃度の測定結果 

項       目 平成 21 年度測定結果 20 年度測定結果 

年 平 均 値 
 0.000ppm ～ 0.002ppm 
  (能登島)      (石崎) 

0.000 ～0.002 ppm 
(能登島) (北部、石崎) 

長 期 的 
評  価 

1 日平均値の年間 2％除外値 
(基準 0.04ppm) 

 0.002ppm ～ 0.014ppm 
  七尾、能登島、   (石崎) 
 小松、大聖寺 

(12 局すべて達成) 

0.001 ～0.010 ppm 
(能登島)  (石崎) 
 

(12 局すべて達成) 

短 期 的 
評  価 

1 時間値の環境基準(0.1 ppm)を
超えた局及び時間数 

石崎(4) 
なし 
(12 局すべて達成)  

1 日平均値の環境基準(0.04 ppm)
を超えた局及び日数 

なし 
(12 局すべて達成) 

なし 
(12 局すべて達成) 

 

表１－６ 二酸化硫黄濃度の年平均値の濃度分布 

濃度区分 
(ppm) 

項  目 

0 0.0021 0.0041 0.0061 0.0081 0.0101 0.0121 0.0141 0.0161 

合計～～～～～～～～  

0.002 0.004  0.006 0.008 0.010 0.012 0.014 0.016  以上 

平成 21 年度 
石川県の測定局数 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

(累積％) (100)          

平成 20 年度 
全国の測定局数 

574 404 150 39 3 0 0 0 1 1,171

(累積％) (49.0) (83.5) (96.3) (99.7) (99.9)       (100)  
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 ② 経年変化 

10 年間継続測定局における二酸化硫黄年平均値の経年変化は、図１－２のとおり、横ばいか

ら減少傾向であった。 
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図１－２ 10 年間継続測定局における二酸化硫黄年平均値の経年変化 

 参考として工場、事業場における硫黄分の多い重油の販売実績を図１－３に示す。 

近年は硫黄分の多いＣ重油の消費が減少し、Ａ重油についてもより硫黄分の少ない灯油やガス

燃料への転換が図られている。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３ 石川県における重油販売量の推移(日本石油連盟調べ) 
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(2) 窒素酸化物（二酸化窒素及び一酸化窒素） 

大気中の窒素酸化物の大部分は、高温で物が燃焼する際に発生するもので、主な発生源として

は自動車等の移動発生源と工場等の固定発生源があげられる。 

 

① 二酸化窒素の測定結果及び環境基準の達成状況 

二酸化窒素の測定結果及び環境基準の達成状況は、表１－７のとおりであった。 

長期的評価による環境基準(上限値 0.06 ppm)については、環境基準が改正された昭和 53 年

度以降すべての測定局において継続して達成しており、平成 21 年度も 19 測定局すべてで達成

していた。 

短期的評価による環境基準についても、長期的評価と同様、昭和 53 年以降すべての測定局

で継続して達成していた。 

本県の二酸化窒素濃度は、年平均値及び 1 日平均値の年間 98％値の濃度分布を全国の状況

と対比して表１－８、９に示したとおり、全国的にみて低位のレベルにあった。 

 

表１－７ 平成 21 年度二酸化窒素濃度の測定結果 

項    目 平成 21 年度測定結果 20 年度測定結果 

年 平 均 値 
0.002 ppm ～ 0.011 ppm 

(能登島、鹿島)    (駅西) 
0.002 ～ 0.012 ppm 
(能登島他)(西南部、駅西)

長期的 
評 価 

1 日平均値の年間 98％値 
(基準 0.06 ppm) 

0.005 ppm ～ 0.022 ppm 
(能登島) (西南部、駅西、西部) 

 (19 局すべて達成) 

0.005 ～ 0.024 ppm 
(能登島他) (西部) 

(19 局すべて達成) 

短期的 
評 価 

1 日平均値が環境基準のゾーン(0.04
～0.06 ppm)であった局及び日数 

なし 
(19 局すべて達成) 

なし 
(19 局すべて達成) 

1 日平均値が環境基準の上限値(0.06 
ppm)を超えた局及び日数 

なし 
(19 局すべて達成) 

なし 
(19 局すべて達成) 

 

表１－８ 二酸化窒素濃度の年平均値の濃度分布 

濃度区分 
(ppm) 

項目 

0 0.006  0.011 0.016 0.021 0.026 0.031  0.036  

合計 ～～～～～～～

0.005  0.010  0.015 0.020 0.025 0.030 0.035  以上 

平成 21 年度 
石川県の測定局数 

4 14 1 0 0 0 0 0 19 

   (累積％) (21.1) (94.7) (100)             

平成 20 年度 
全国の測定局数 

150 402 408 274 115 17 0 0 1,366 

   (累積％) (11.0) (40.4) (70.3) (90.3) (98.8) (100)      

 

表１－９ 二酸化窒素濃度の 1 日平均値の年間 98％値の濃度分布 

濃度区分 
(ppm) 

項目 

0 0.011  0.021 0.031 0.041 0.051 0.061  0.071  

合計 ～～～～～～～  

0.010  0.020  0.030 0.040 0.050 0.060 0.070  以上 

平成 21 年度 
石川県の測定局数 

4 12 3 0 0 0 0 0 19 

  (累積％) (21.1) (84.2) (100)             

平成 20 年度 
全国の測定局数 

92 338 485 361 90 0 0 0 1,366 

  (累積％) (6.7) (31.5) (67.0) (93.4) (100)        
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② 二酸化窒素の経年変化 

10 年間継続測定局における二酸化窒素年平均値の経年変化は、図１－４のとおり、横ばいか

ら減少傾向であった。 
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図１－４ 10 年間継続測定局における二酸化窒素年平均値の経年変化 
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③ 一酸化窒素の測定結果 

一酸化窒素の測定結果は、表１－１０のとおりであった。 

本県の一酸化窒素濃度は、年平均値の濃度分布を全国の状況と対比して表１－１１に示した

とおり、全国的にみて低位のレベルにあった。 

 

表１－１０ 平成 21 年度一酸化窒素濃度の測定結果 

項    目 平成 21 年度測定結果 20 年度測定結果 

年 平 均 値 
0.000 ppm  ～ 0.005 ppm 

(能登島、羽咋、鹿島) (西南部、大聖寺) 
0.000 ～0.006 ppm
(能登島他) (大聖寺) 

 

表１－１１  一酸化窒素濃度の年平均値の濃度分布 

濃度区分 
(ppm) 

項目 

0 0.011 0.021 0.031 0.041 0.051  0.061  

合 計 ～～～～～～  

0.010  0.020 0.030 0.040 0.050 0.060  以上 

平成 21 年度 
石川県の測定局数 

19 0 0 0 0 0 0 19 

 (累積％) (100)              

平成 20 年度 
全国の測定局数 

1,259 105 2 0 0  0  0  1,366 

 (累積％) (92.2) (99.9) (100)          

 

なお、図１－５に示すとおり交通量の多い沿道に位置している測定局（大聖寺、七尾、西

南部）は、一酸化窒素の比率が高くなっており、燃焼過程から発生する窒素酸化物のほとん

どが一酸化窒素である自動車排出ガスの影響を受けたものと考えられる。 
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図１－５ 一般環境大気測定局における二酸化窒素と一酸化窒素の比率(平成 21 年度) 

 

－11－



 

(3) 一酸化炭素 

大気中の一酸化炭素は、その大部分が自動車排出ガスによるものである。 
 

① 測定結果及び環境基準の達成状況 

一酸化炭素の測定結果及び環境基準の達成状況は、表１－１２のとおりであった。 

長期的評価による環境基準については、三馬測定局が測定を開始した昭和 46 年度以降継続

して達成しており、平成 21 年度も達成していた。短期的評価による環境基準についても、長

期的評価と同様に昭和 46 年度の測定開始以来継続して達成していた。 

本県の一酸化炭素濃度は、年平均値及び 1 日平均値の２％除外値の濃度分布を全国の状況と

対比して表１－１３に示したとおり、全国的にみて低位のレベルにあった。 
 

表１－１２ 平成 21 年度の一酸化炭素測定結果 

 項            目 平成 21 年度測定結果 20 年度測定結果 

年 平 均 値  0.2 ppm 0.3 ppm 

長 期 的 
評  価 

1 日平均値の年間 2％除外値 
(基準 10 ppm) 

 0.4 ppm 
(環境基準を達成) 

0.4 ppm 
(環境基準を達成)

短 期 的 
評  価 

1 時間値の 8時間平均値の環境基
準(20 ppm)を超えた局と回数 

なし 
(環境基準を達成) 

なし 
(環境基準を達成)

1 時間値の 1日平均値の環境基準 
(10 ppm)を超えた局と日数 

なし 
(環境基準を達成) 

なし 
(環境基準を達成)

 

表１－１３  一酸化炭素濃度の年平均値及び１日平均値の２％除外値の濃度分布 

濃度区分 
(ppm) 

項目 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
合 計～～～～～

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 以上 

年平均値 

平成 21 年度 石川県
の測定局数(累積％) 

0 1 0 0 0 0 1 

 (100)           

平成 20 年度 全国の 
測定局数(累積％) 

1 36 40 0 0 0 77 
(1.3) (48.1) (100)        

２％除外値の
１日平均値 

平成 21 年度 石川県
の測定局数(累積％) 

0 0 1 0 0 0 1 

  (100)         

平成 20 年度 全国の 
測定局数(累積％) 

0 1 22 34 19 1 77 

 (1.3) (29.9) (74.0) (98.7) (100)   

 

② 経年変化 

三馬測定局における一酸化炭素年平均値は、図１－６のとおり、横ばい傾向であった。 
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図１－６ 三馬測定局における一酸化炭素年平均値の経年変化 
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 (4) 光化学オキシダント 

光化学オキシダントは、一次汚染物質である自動車や工場等から排出される窒素酸化物や炭化

水素等が太陽光線による光化学反応で二次的に生成されるオゾン等の酸化性の汚染物質のことで

ある。 

光化学オキシダント濃度が高くなると、目への刺激、のどの痛み、胸苦しさを典型的な症状と

する健康被害を引き起こす可能性がある。また、近年は、光化学オキシダント濃度の上昇要因の

一つとして、大陸からの越境大気汚染の影響が指摘されている。 

 

① 測定結果及び環境基準の達成状況 

光化学オキシダントの測定結果及び環境基準の達成状況については、表１－１４のとおりで

あった。 

環境基準の達成状況については、前年度に引き続き 21 測定局すべてで達成しなかった。 

環境基準を超えた日数及び時間数は、それぞれ表１－１５、１６のとおりで、本県の環境基

準を超えた日数及び時間数は、全国的にみて中位のレベルにあった。 

なお、本県で環境基準が達成されたのは、昭和 46 年度の測定開始以来、昭和 57 年度の西南

部測定局及び津幡測定局の 2局のみである。 

また、昼間（午前 5 時～午後 8 時）における光化学オキシダントの高濃度日（0.100 ppm 以

上）の出現状況は、表１－１９のとおり延べ７日で前年度と比べて増加した。 

 

表１－１４ 平成 21 年度光化学オキシダント濃度の測定結果  

項          目 平成 21 年度測定結果 20 年度測定結果 

昼間(午前 5時～午後 8時)の１時
間値の最高値(基準 0.06 ppm) 

    0.094 ppm   ～  0.113 ppm 
   (駅西)       （大田） 

(21 局すべて環境基準を超過) 

0.089 ～ 0.112 ppm 
(小立野)  (松任、内灘) 
(21 局すべて環境基準を超過) 

昼間(午前 5時～午後 8時)の日最
高１時間値の年平均値 

    0.045 ppm   ～  0.055 ppm 
   (小立野)        (内灘) 

0.042 ～ 0.053 ppm 
(大聖寺)  (西部、羽咋、松任) 

 

表１－１５ 昼間（午前 5時～午後 8時）の 1時間値が 0.06 ppm を超えた日数の分布 

超過 
日数 

項目 

0 21 41 61 81 101 121 141 161 

計 ～～～～～～～～

20 40 60 80 100 120 140 160 以上

平成 21 年度 

石川県の測定局数 
0 0 6 10 5 0 0 0 0 21 

(累積%)   (28.6) (76.2) (100)      

平成 20 年度 
全国の測定局数 

44 99 197 274 214 213 93 19 0 1,153

(累積%) (3.8) (12.4) (29.5) (53.3) (71.8) (90.3) (98.4) (100)   
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表１－１６ 昼間（午前 5時～午後 8時）の 1時間値が 0.06 ppm を超えた時間数の分布 

 超 過 
時間数 

項目 

0 101 201 301 401 501 601 701 801 901 1,001

計 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～   

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 以上 

平成 21 年度 

石川県の測定局数 
0 0 0 5 7 5 4 0 0 0 0 21 

(累積%)    (23.8) (57.1) (81.0) (100)      

平成 20 年度 
全国の測定局数 

63 93 172 205 207 170 137 72 26 8 0 1,153

(累積%) (5.5) (13.5) (28.4) (46.2) (64.2) (78.9) (90.8) (97.1) (99.3) (100)   

 

  ② 経年変化 

10 年間継続測定局における光化学オキシダントの昼間の日最高１時間値の年平均値は、図

１－７のとおり、平成 18 年度から上昇傾向を示す局もあるが、おおむね横ばい傾向であった。 
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図１－７ 10 年間継続測定局における光化学オキシダント昼間の日最高１時間値年平均値の経年変化 
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③ 緊急時の措置 

本県では、大気汚染防止法第 23 条の緊急時の措置規定により、石川県大気汚染緊急時対策

実施要綱を策定し、緊急時の発令基準（表１－１７）を定める等、緊急時の措置等必要な事項

を規定し、これまでに４回光化学オキシダント注意報等を発令している（表１－１８）。 

平成 21 年度は、光化学オキシダント注意報等を発令する状況には至らなかった。 

 

表１－１７ 石川県大気汚染緊急時対策発令基準（光化学オキシダント） 

区分 発 令 基 準 解 除 基 準 

予 報 
 一以上の測定局の光化学オキシダント測定値が気象条
件から見て、注意報の状態になるおそれがあると認め
られるとき。 

発令地域内のすべての測定局に
おいて、左欄に掲げる各区分別の
基準値を下回り、かつ、 気象条件
から見て、その状態が悪化するお
それがなくなったと認められると
き。 
  

注意報 
 一以上の測定局の光化学オキシダント測定値の 1時間
値が 0.12 ppm 以上になり、かつ、気象条件から見て、
その状態が継続すると認められるとき。 

警 報 
 一以上の測定局の光化学オキシダント測定値の 1時間
値が 0.24 ppm 以上になり、かつ、気象条件から見て、
その状態が継続すると認められるとき。 

重大警報 
 一以上の測定局の光化学オキシダント測定値の 1時間
値が 0.40 ppm 以上になり、かつ、気象条件から見て、
その状態が継続すると認められるとき。 

 

表１－１８ 光化学オキシダント注意報等の発令状況 

発令年月日 発 令 内 容 被害等の状況 

昭和 54 年 7 月 7 日 注意報(金沢地域)、予 報(小松地域) 被害届出なし 

平成 14 年 5 月 22 日 予 報(七尾地域) 被害届出なし 

平成 16 年 6 月 5 日 予 報(七尾地域) 被害届出なし 

平成 19 年 5 月 9 日 予 報(中能登区域) 被害届出なし 
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表１－１９ 昼間の光化学オキシダント高濃度発生状況(0.100 ppm 以上) 

月 

平成１7 年度 平成１8 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

日 

発

生 

時

刻 

局 

数 

最高値

(ppm) 

(局名) 

日

発

生 

時

刻 

局

数 

最高値

(ppm)

(局名)

日

発

生

時

刻

局

数

最高値

(ppm) 

(局名)

日

発

生

時

刻

局

数

最高値 

(ppm) 

(局名) 

日 

発

生 

時

刻 

局

数

最高値

(ppm)

(局名)

4 28 
14～

19 
4 

0.107 

(三馬 

山島) 

      30
11～

17
7

0.104 

(鹿島)
29

14～

16
4

0.100 

(根上) 
  8 15   1

0.101 

(大田)

                            11 
10～

20 
  7

0.113 

(大田)

                             12 
13～

19 
  3

0.101 

(大田)

                                

5 5 
14～

17 
3 

0.103 

(鹿島) 
31

16～

18 
1 

0.102

(鹿島)
8

14～

20
8

0.111 

(鹿島)
23

10～

20
13

0.112 

(根上 

内灘) 

  1 
14～

18 
  6

0.102 

(大田)

                9
10～

20
17

0.128 

(鹿島)
        2 

13～

15 
  1

0.102 

(大田)

              23
15～

16
2

0.100 

(西部、

美川) 

       21 
12～

13 
  2

0.106 

(津幡)

6 10 
14～

16 
1 

0.107 

(鹿島) 
1

13～

15 
1 

0.116

(鹿島)
1

13～

15
1

0.116 

(鹿島)
         2 

14～

19 
 12

0.110 

(大田)

  25 
12～

14 
2 

0.101 

(大田) 
                      

                                

                                

                                

7                               

                                

                                

                                

8 30 14 1 
0.101 

(津幡) 
      11

14～

15
1

0.104 

(内灘)
           

9                               

10                                 

11                               

12                               

1                               

2                               

3                           

北

陸

３

県

の

発

令

状

況 

 発令なし  発令なし  5 月 9 日(石川県) 

中能登区域に予報 

 

5 月 9 日(富山県) 

富山、高岡･射水、新

川地域に注意報 

 

 発令なし  発令なし 
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(5) 浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質は、化石燃料の燃焼などで生ずる浮遊粉じんのうち、粒径 10 μm 以下のもの

のことである。浮遊粒子状物質は、沈降速度が小さく、大気中に比較的長時間滞留し、人の気

道又は肺胞に沈着して呼吸器に影響を及ぼすおそれがあるため浮遊粒子状物質の監視を行って

いる。 

 

 ① 測定結果及び環境基準の達成状況 

浮遊粒子状物質の測定結果及び環境基準の達成状況は、表１－２０のとおりであった。 

長期的評価による環境基準については、平成 15 年度以降すべての測定局において継続して

達成しており、平成 21 年度も 19 測定局すべてで達成していた。 

短期的評価による環境基準については、１時間値の環境基準（0.20 mg/m3）を超える値がす

べての測定局で観測され、また、1 日平均値の環境基準（0.10 mg/m3）を超える値が 16 局で

各１日出現した。 

1 日平均値の環境基準の超過は、すべて平成 22 年 3 月 21 日の黄砂飛来時に県下の全測定局

で観測されており、黄砂の影響と考えられた。黄砂が原因とみられる環境基準の超過は、平

成 14 年度以来で、1 時間の最高値は羽咋局で 0.705 mg/m3を示し、平成 14 年 4 月（能登島局

0.424mg/m3）よりも著しい状況であった。 

  なお、黄砂の影響を加えても本県の浮遊粒子状物質濃度は、年平均値及び１日平均値の年

間 2％除外値の濃度分布を全国の状況と対比して表１－２１、２２に示したとおり、全国的に

みて低位のレベルにあった。 

 

表１－２０ 平成 21 年度浮遊粒子状物質濃度の測定結果 

項    目 平成 21 年度調査結果 20 年度調査結果 

年 平 均 値 
0.015 mg/m3  ～ 0.019 mg/m3 

 大田、田鶴浜、   (石崎) 
能登島  

0.016 ～ 0.021 mg/m3 
(大田、能登島) (北部) 

長期的
評 価 

1 日平均値の年間 2％除外値 
(基準 0.1 mg/m3） 

0.037 mg/m3  ～ 0.048 mg/m3 
(田鶴浜、山島)   (石崎) 

(19 局すべて達成) 

0.041 ～ 0.054 mg/m3 
(大田)  (石崎) 
(19 局すべて達成) 

短期的 
評 価 

1 時間値の環境基準(0.20 
mg/m3)を超えた局と時間数 

19 局、延 109 時間超過 
石崎(8)、三馬(6)、西南部(6)、 
小立野(6)、小松(6)、大聖寺(6)、
山島(6)、松任(6)、美川(6)、  
根上(6)、津幡(6)、内灘(6)、  
北部(5)、七尾(5)、大田(5)、   
田鶴浜(5)、能登島(5)、羽咋(5)、
鹿島(5) 

(19 局すべてで基準を超過)

5 局、延 9時間超過 
石崎(3)、小立野(2)、
松任(2)、西南部(1)、 
田鶴浜(1) 
 
 
 
 
(14 局が達成) 

1 日平均値の環境基準 
(0.10 mg/m3)を超えた局と日
数 

16 局、延 16 日超過 
三馬(1)、西南部(1)、小立野(1)、
北部(1)、七尾(1)、石崎(1)、  
小松(1)、大聖寺(1)、羽咋(1)、 
山島(1)、松任(1)、美川(1)、  
根上(1)、津幡(1)、内灘(1)、    
鹿島(1) 

       (3 局で達成) 

 
 
 
なし 
 
 
 

(19 局すべて達成) 
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表１－２１ 浮遊粒子状物質濃度の年平均値の濃度分布 

濃度区分 
(mg/m3) 

項目 

0  0.011  0.021 0.031 0.041 0.051  0.061  

合計 ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

 
0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 以上 

平成 21 年度 
石川県の測定局数 

0 19 0 0 0 0 0 19 

(累積％)  (100)            

平成 20 年度 
全国の測定局数 

8 485 840 85 4 0 0 1,422 

(累積％) (0.6) (34.7) (93.7) (99.7) (100)       

 
表１－２２ 浮遊粒子状物質濃度の１日平均値の年間２％除外値の濃度分布 

濃度区分 
(mg/m3) 

項 目 

0  0.021 0.041 0.061 0.081 0.101 0.121 0.141 

合計 ～～～～～～～

0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140 以上 

平成 21 年度 
石川県の測定局数 

0 12 7 0 0 0 0 0 19 

(累積％)  (63.2) (100)            

平成 20 年度 
全国の測定局数 

2 128 1019 267 6 0 0 0 1,422 

(累積％) (0.1) (9.1) (80.8) (99.6) (100)        

 

  ② 経年変化 

10 年間継続測定局における浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化は、図１－８のとおり、横

ばいから減少傾向であった。 
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図１－８ 10 年間継続測定局における浮遊粒子状物質年平均値の経年変化 

－19－



 

(6) 炭化水素（非メタン炭化水素及びメタン） 

  炭化水素は、主として自然界に由来するメタンと人為的に排出される非メタン炭化水素に大

別され、光化学オキシダントの原因物質のひとつとされている。 

 

① 測定結果及び指針値の達成状況 

   炭化水素の測定結果と指針値の達成状況は、表１－２３のとおりであった。 

三馬測定局及び内灘測定局で指針値を超えた日がみられたが、前年度の超過日数とは著し

い変化はなかった。 

本県の非メタン炭化水素濃度は、午前 6 時から 9 時までの 3 時間平均値の濃度分布を全国

の状況と対比して表１－２４に示したとおり、全国的にみて低位のレベルにあった。 

 

表１－２３ 平成 21 年度炭化水素濃度の測定結果 

項  目 平成 21 年度測定結果 20 年度測定結果 

非メタン
炭化水素 

年平均値 
0.07 ppmC ～ 0.10 ppmC 

 (大田、内灘)   (三馬) 
0.05 ～0.12 ppmC 

(大田) (三馬) 

午前 6時から 9時までの 
3 時間平均値 

0.07 ppmC ～ 0.11 ppmC  
(大田)    (三馬) 

0.06 ～0.13 ppmC 
(大田) (三馬) 

指針値の上限値(0.31 ppmC)
を超えた日数の割合 

内灘 3日(0.8%)、三馬 2日(0.6%) 
 （3 局中 1局が達成） 

0～5日(0～1.4%) 
(3 局中 1局が達成)

メ タ ン 年平均値 
1.85 ppmC ～ 1.94 ppmC  
(大田)    (三馬) 

1.84 ～1.95 ppmC 
(大田) (三馬) 

 

表１－２４ 非メタン炭化水素の午前６時から９時までの３時間平均値の濃度分布 

濃度区分 
(ppmC) 

項 目 

0  0.11 0.21 0.31 0.41 0.51 0.061 

合計 ～～～～～～～

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 以上 

平成 21 年度 
石川県の測定局数 

2 1 0 0 0 0 0 3 

(累積％) (66.7) (100)        

平成 20 年度 
全国の測定局数 

36 180 89 13 0 0 0 318 

(累積％) (11.3) (67.9) (95.9) (100)      
 

 ② 経年変化 

10 年間継続測定局における非メタン炭化水素の午前６時から９時までの３時間平均値の経年

変化は、図１－９のとおり、おおむね横ばい傾向であった。 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
[年度]

[ppmC] 三馬 大田 内灘

 

図１－９ 非メタン炭化水素の午前６時から９時までの３時間平均値の経年変化 
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５ 自動車排出ガス測定局における常時監視結果 

 

 本県の自動車排出ガス測定局の測定状況は、表１－２５のとおりで、平成 21 年度は、すべての

測定局が有効測定局であった。 

 

表１－２５  自動車排出ガス測定局における項目別測定状況 

項  目 
窒素酸化物 
一酸化窒素 
二酸化窒素 

一酸化炭素 浮遊粒子状物質 
炭化水素 
メタン・ 

非メタン炭化水素

測 定市町 数 2 3 2 1 

測 定 局 数 4 5 4 1 

有効測定局数 4 5 4 - 

（注）有効測定局の扱いをしない項目については、「－」を記した。 

 

 

 

 自動車排出ガスによる大気汚染は、交通量の増減に大きく左右されるため、参考として金沢市

内の主要な交差点の交通量の推移を図１－１０に示す。 

なお、平成１９年から武蔵の交通量が減少しているが、金沢市近郊において整備が進められて

いた金沢外環状道路（通称「山側環状」）が平成１８年４月１５日に全線で供用を開始したこと

で交通流が分散した影響とみられる。 

65,700
68,100

70,500

61,100

48,300

52,60058,300

44,800

47,700

58,900

65,800

48,600

50,300

49,500

50,300

47,400
48,500

51,900
53,80054,100

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

[年]

[台] 武蔵 片町

 

図１－１０ 金沢市内主要交差点の全方向流入交通量推移 

 

注)  1. この図は県警交通部が

まとめた資料をグラフ化

したものであり、台数は

県警交通部設置の車両感

知器により感知された車

の１日あたりの平均台数

である。 

 

2. この図の値は、年値(1

月～12 月)であり、大気汚

染物質濃度の年度値(4 月

～翌年３月)とは３カ月の

ずれがある。 
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(1) 窒素酸化物（二酸化窒素及び一酸化窒素） 

 

① 二酸化窒素の測定結果及び環境基準の達成状況 

二酸化窒素の測定結果及び環境基準の達成状況は、表１－２６のとおりであった。 

長期的評価による環境基準(上限値 0.06 ppm)については、4測定局すべてで達成していた。 

短期的評価による環境基準については、武蔵測定局で環境基準のゾーン内の日が大幅に減少

し、改善がみられた。 

本県の二酸化窒素濃度は、年平均値及び 1 日平均値の年間 98％値の濃度分布を全国の状況

と対比して表１－２７、２８に示したとおり、全国的にみて中位のレベルにあった。 

 

表１－２６  平成 21 年度二酸化窒素濃度の測定結果 

項      目 平成 21 年度測定結果 20 年度測定結果 

年 平 均 値 
0.020 ppm ～ 0.032 ppm 
(藤江)      (片町) 

0.022 ～ 0.033 ppm 
(藤江)  (野々市) 

長期的
評 価 

1 日平均値の年間 98％値 
(基準 0.06 ppm) 

0.036 ppm ～ 0.054 ppm 
(藤江)    (野々市) 
  （4 局すべて達成） 

0.039 ～ 0.056 ppm 
 (藤江)  (野々市) 
 （4 局すべて達成） 

短期的 
評 価 

1 日平均値が環境基準のゾー
ン(0.04～0.06 ppm)の値を観
測した局及び日数 

野々市(78)、片町(47)、 
武蔵(9)、藤江(3) 

野々市(96)、片町(51)、
武蔵(42)、藤江(7) 

１日平均値が環境基準の上限
値(0.06ppm)を超えた値を観
測した局及び日数 

野々市(1)  
   （4 局中 3局が達成） 

野々市(1)、片町(1)  
 （4 局中 2局が達成） 

 

表１－２７ 二酸化窒素濃度の年平均値の濃度分布 

濃度区分 
(ppm) 

項目 

0 0.006  0.011 0.016 0.021 0.026 0.031 0.036  0.041  0.046 

合計～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～   

0.005 0.010  0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040  0.045  以上

平成 21 年度 

石川県の測定局数 
0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 

  (累積％)    (25.0) (25.0) (75.0) (100)         

平成 20 年度 

全国の測定局数 
0 12 48 90 101 96 45 21 6 2 421

  (累積％)  (2.9) (14.3) (35.6) (59.6) (82.4) (93.1) (98.1) (99.5) (100)  

 

表１－２８ 二酸化窒素濃度の 1日平均値の年間 98％値の濃度分布 

濃度区分 

(ppm) 

項目 

0 0.011  0.021 0.031 0.041 0.051 0.061 0.071  0.081  0.091 

合計～～～～～～～～～  

0.010 0.020  0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080  0.090  以上

平成 21 年度 

石川県の測定局数 
0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4 

(累積％)    (25.0) (75.0) (100)          

平成 20 年度 

全国の測定局数 
0 14 76 112 147 53 16 3 0 0 421

(累積％)  (3.3) (21.4) (48.0) (82.9) (95.5) (99.3) (100)      
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 ② 二酸化窒素の経年変化 

二酸化窒素年平均値の経年変化は、図１－１１のとおり、おおむね横ばい傾向であった。 

表１－２９に示したとおり長期的評価による環境基準(上限値 0.06 ppm)については、平成

17 年度以降すべての測定局において継続して達成している。 
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図１－１１ 二酸化窒素年平均値の経年変化 

 

表１－２９ 二酸化窒素の長期的評価による環境基準適合状況 

年  度 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 

測定局数 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 

適合局数 4(4) 4(3) 4(3) 4(3) 3(2) 5(4) 5(4) 5(3) 4(3) 4(3) 

適合率(%) 100 100 100 100 75 100 100 100 100 100 

環境基準
超過局 

    片町      

 （注) （ ）内の数値は、環境基準のゾーン(0.04～0.06 ppm)内の測定局数を示す。 
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③ 一酸化窒素の測定結果 

一酸化窒素の測定結果は、表１－３０のとおりであった。 

本県の一酸化窒素濃度は、年平均値の濃度分布を全国の状況と対比して表１－３１に示し

たとおり、全国的にみて中位のレベルにあった。 

 

表１－３０ 平成 21 年度一酸化窒素濃度の測定結果 

項    目 平成 21 年度測定結果 20 年度測定結果 

年 平 均 値 
0.011 ppm  ～ 0.041 pm 
(藤江)     (片町) 

0.013 ～0.044 ppm
(藤江)  (片町) 

 

     表１－３１ 一酸化窒素濃度の年平均値の濃度分布 

濃度区分 
(ppm) 

項目 

0  0.011  0.021 0.031 0.041 0.051 0.061 0.071  0.081  0.091

合計～～～～～～～～   

0.010 0.020  0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080  0.090 以上 

平成 21 年度 

石川県の測定局数 

(累積％) 

0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 

 (25.0) (75.0) (75.0) (100)       

平成 20 年度 

全国の測定局数 
72 149 94 53 30 10 5 6 0 2 421 

(累積％) (17.1) (52.5) (74.8) (87.4) (94.5) (96.9) (98.1) (99.5) (99.5) (100)  

 

 ④ 一酸化窒素の経年変化 

一酸化窒素年平均値の経年変化は、図１－１２のとおり、横ばいから減少傾向であった。 
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図１－１２ 一酸化窒素年平均値の経年変化 
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(2) 一酸化炭素 

① 測定結果及び環境基準の達成状況 

一酸化炭素の測定結果及び環境基準の達成状況は、表１－３２のとおりであった。 

長期的評価による環境基準については、昭和 52 年度からすべての測定局において継続して

達成しており、平成 21 年度も５測定局すべてで達成していた。 

短期的評価による環境基準については、平成元年度から測定したすべての測定局において達

成を継続しており、平成 21 年度も 5測定局すべてで達成していた。 

     本県の一酸化炭素濃度は、年平均値及び 1 日平均値の２％除外値の濃度分布を全国の状況と

対比して表１－３３に示したとおり、全国的にみて中位のレベルにあった。 
 

表１－３２ 平成 21 年度一酸化炭素濃度の測定結果 

項    目 平成 21 年度測定結果 20 年度測定結果 

年 平 均 値 
 0.3 ppm ～ 0.9 ppm 
（小松）   （片町） 

 0.3 ～ 0.9 ppm 
（小松） （片町） 

長期的 
評 価 

１日平均値の年間 2％除外値 
(基準 10 ppm) 

 0.5 ppm ～ 1.4 ppm 
（小松）   （片町）  

（5局すべて達成） 

 0.5 ～ 1.2 ppm 
（小松） （片町） 
（5局すべて達成） 

短期的 
評 価 

１時間値の 8時間平均値の環境基
準(20 ppm)を超えた局と時間数 

 なし  
（5 局すべて達成） 

 なし 
（5局すべて達成） 

１日平均値の環境基準(10 ppm)を
超えた局と日数 

 なし 
 （5 局すべて達成） 

 なし 
（5局すべて達成） 

 

表１－３３ 一酸化炭素濃度の年平均値及び１日平均値の年間２％除外値の濃度分布 

濃度区分 
(ppm) 

項目 

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 
合 計～～～ ～～

0.3 0.7 1.1 1.5 1.9 以上 

年 平 均 値 

平成 21 年度石川県の
測定局数 (累積％) 

1 3 1 0 0 0 5 
(20.0) (80.0) (100)         

平成 20 年度全国の測
定局数 (累積％) 

45 228 14 0 1 0 288 
(15.6) (94.8) (99.7) (99.7) (100)      

１日平均値の 
２ ％ 除 外 値 

平成 21 年度石川県の
測定局数 (累積％) 

0 3 1 1 0 0 5 

 (60.0) (80.0) (100)       

平成 20 年度全国の測
定局数 (累積％) 

0 102 153 29 3 1 288 

 (35.4) (88.5) (98.6) (99.7) (100)   
 

② 経年変化 

一酸化炭素年平均値の経年変化は、図１－１３のとおり、横ばいから減少傾向であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１３ 一酸化炭素年平均値の経年変化 
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(3) 浮遊粒子状物質 

① 測定結果及び環境基準の達成状況 

   浮遊粒子状物質の測定結果及び環境基準の達成状況は、表１－３４のとおりであった。 

長期的評価による環境基準については、平成 15 年度からすべての測定局において継続して

達成しており、平成 21 年度も 4 測定局すべてで達成していた。 

短期的評価による環境基準は、4 測定局すべてが超過する状況となった。1 日平均値の環境

基準(0.10 mg/m3)を超えた日は、一般環境測定局と同様３月２１日の黄砂飛来時に出現してい

たことから黄砂の影響が加わったものと考えられた。 

本県の浮遊粒子状物質濃度は、年平均値及び 1 日平均値の年間 2％除外値の濃度分布を全国

の状況と対比して表１－３５、３６に示したとおり、全国的にみて低位のレベルにあった。 

 

表１－３４ 浮遊粒子状物質濃度の測定結果 

項        目 平成 21 年度測定結果 20 年度測定結果 

年 平 均 値 
0.016 mg/m3  ～ 0.025 mg/m3  

(武蔵)      (片町) 

0.020 ～ 0.027 mg/m3  

(藤江)   (片町) 

長期的

評 価 

1 日平均値の年間 2％除外値

(基準 0.10 mg/m3) 

0.037 mg/m3  ～ 0.058 mg/m3 

(武蔵)      (片町) 

(4 局すべて達成） 

0.045 ～ 0.058 mg/m3 

(藤江)   (片町) 

(4 局すべて達成） 

短期的

評 価 

1 時間値の環境基準 

(0.20 mg/m3) を超えた時間数 

片町(45)、藤江(9)、野々市(6)、 

武蔵(5)、 

   (4 局すべて基準を超過） 

片町(21)、藤江(1) 

 

(4 局中 2局が達成） 

1 日平均値の環境基準 

(0.10 mg/m3)を超えた日数 

武蔵(1)、片町(1)、藤江(1)、 

野々市(1) 

 (4 局すべて基準を超過） 

なし 

  

(4 局すべて達成） 

 

表１－３５ 浮遊粒子状物質濃度の年平均値の濃度分布 

濃度区分 
(mg/m3) 

項目 

0  0.011  0.021 0.031 0.041 0.051  0.061  

合計 ～ ～ ～ ～ ～ ～  

0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 以上 

平成 21 年度 
石川県の測定局数 

0 3 1 0 0 0 0 4 

(累積％)  (75.0) (100)         

平成 20 年度 
全国の測定局数 

1 68 271 60 3 0 0 403 

(累積％) (0.2) (17.1) (84.4) (99.3) (100)       

 

表１－３６ 浮遊粒子状物質濃度の 1日平均値の年間 2％除外値の濃度分布 

濃度区分 
(mg/m3) 

項 目 

0  0.021 0.041 0.061 0.081 0.101 0.121 0.141 

合計 ～～～～～～～

0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140 以上 

平成 21 年度 
石川県の測定局数 

0 1 3 0 0 0 0 0 4 

(累積％)  (25.0) (100)        

平成 20 年度 
全国の測定局数 

0 16 256 128 2 1 0 0 403 

(累積％)  (4.0) (67.5) (99.3) (99.8) (100)      
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② 経年変化 

浮遊粒子状物質年平均値の経年変化は、図１－１４のとおり、横ばいまたは減少傾向であ

った。 
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図１－１４   浮遊粒子状物質年平均値の経年変化 
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(4) 炭化水素（非メタン炭化水素及びメタン) 

 

① 測定結果及び指針値の達成状況 

炭化水素の測定結果と指針値の達成状況は、表１－３７のとおりであった。 

指針値の達成状況については、武蔵測定局で指針値を超えた日が延べ 2 日みられ、前年度

の超過日数に比べ減少していた。 

本県の非メタン炭化水素濃度は、午前 6 時から 9 時までの 3 時間平均値の濃度分布を全国

の状況と対比して表１－３８に示したとおり、全国的にみて低位のレベルにあった。 

 

表１－３７ 平成 21 年度炭化水素濃度の測定結果 

項  目 平成 21 年度測定結果 20 年度測定結果

非 メ タ ン 

炭 化 水 素 

年平均値 0.16 ppmC 0.25 ppmC 

午前 6時から 9時までの 3
時間平均値 

0.14 ppmC 0.21 ppmC 

指針値の上限値(0.31 ppmC)
を超えた日数の割合 

武蔵 2日(0.5%) 武蔵 25 日(6.8%)

メ タ ン 年平均値 1.89 ppmC 1.89 ppmC 

 

表１－３８ 非メタン炭化水素の午前６時から９時までの３時間平均値の濃度分布 

濃度区分 
(ppmC) 

項 目 

0  0.11 0.21 0.31 0.41 0.51 0.061 

合計 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 以上 

平成 21 年度 
石川県の測定局数 

0 1 0 0 0 0 0 1 

(累積％)  (100)        

平成 20 年度 
全国の測定局数 

8 64 76 23 6 1 0 178 

(累積％) (4.5) (40.4) (83.1) (96.1) (99.4) (100)    

 

② 経年変化 

    武蔵測定局の非メタン炭化水素の午前 6 時から 9 時までの 3 時間平均値の経年変化は、図１

－１５のとおり減少傾向であった。 
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図１－１５ 非メタン炭化水素の午前 6時から 9時までの 3時間平均値の経年変化 
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